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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支点固定具近傍の安全帯に付設された第１の動きセンサから前記支点固定具の動きに関
する情報を取得する取得部と、
　取得された前記支点固定具の動きに関する情報に基づいて作業者の状態を評価する評価
部と、
　を備え、
　前記取得部は、作業者の動きを計測する第２の動きセンサから前記作業者の動きに関す
る情報と、前記作業者の生体情報を取得する生体センサから前記生体情報と、をさらに取
得し、
　前記評価部は、取得された前記支点固定具の動きに関する情報と、前記作業者の動きに
関する情報と、前記生体情報とに基づいて前記作業者の状態を評価し、
　前記評価部は、前記支点固定具の動きに関する情報から得られる判定結果と、前記作業
者の動きに関する情報から得られる判定結果と、前記生体情報から得られる判定結果とを
用いて、前記判定結果の尤度を求めることによって前記支点固定具の支点固定の危険性と
、前記作業者の身体由来の危険性とを判定する状態評価装置。
【請求項２】
　前記評価部は、前記支点固定具の動きに関する情報から前記支点固定具の固定状況を判
定する、請求項１に記載の状態評価装置。
【請求項３】
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　前記評価部は、前記作業者の動きに関する情報から前記作業者の身体の揺れの状態を判
定する、請求項１に記載の状態評価装置。
【請求項４】
　前記評価部は、前記生体情報から前記作業者の身体の異常を判定する、請求項１に記載
の状態評価装置。
【請求項５】
　前記取得部によって過去に取得された情報を履歴として保持する履歴データベースをさ
らに備え、
　前記評価部は、前記履歴データベースから事前確率を求め、前記支点固定具の支点固定
の危険性と、前記作業者の身体由来の危険性と、前記事前確率とに基づいて総合的に前記
作業者の状態を評価する、請求項１に記載の状態評価装置。
【請求項６】
　支点固定具に付設された第１の動きセンサから前記支点固定具の動きに関する情報と、
作業者の動きを計測する第２の動きセンサから前記作業者の動きに関する情報と、前記作
業者の生体情報を取得する生体センサから前記生体情報と、を取得する取得ステップと、
　取得された前記支点固定具の動きに関する情報と、前記作業者の動きに関する情報と、
前記生体情報とに基づいて前記作業者の状態を評価する評価ステップと、
　を有し、
　前記取得ステップにおいて、前記作業者の足場の動きを計測する第３の動きセンサから
前記足場の動きに関する情報と、環境情報を取得する環境センサから前記環境情報と、を
さらに取得し、
　前記評価ステップにおいて、取得された前記支点固定具の動きに関する情報と、前記作
業者の動きに関する情報と、前記生体情報と、前記足場の動きに関する情報と、環境情報
を取得する環境センサから前記環境情報と、に基づいて前記作業者の状態を評価する状態
評価方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高所作業等の安全保持技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、高所作業での安全確保には、安定した支点に固定具を掛け、固定具により命綱（
例えば、ロープ、スリング及びテープ類）を介して身体に装着した安全ベルト又はハーネ
スを結合状態とし、落下事故を防ぐことが必要である（例えば、非特許文献１及び非特許
文献２参照）。安全確保に多くの道具・手順・安全基準・注意点検事項・訓練・日々の努
力がなされているが転落等の事故は発生しており解決策が求められている。事故の原因と
しては、安全確保手順の不備や省略、体調不良などがあり、防止できるものも少なくない
。
【０００３】
　安全確保には、支点への固定具の確実な結合と作業者の体調管理が不可欠であり、安全
手順と自己点検だけでなくセンサ等による安全監視が望ましい。しかし、高所作業中のセ
ンサ類による安全管理システムの導入は、動作環境の制約、安全装置の簡素化要求により
進んでいない。安全装置の簡素化要求としては、安全装置のいたずらな複雑化により現場
における混乱の原因となりやすいことや、過大な装備の追加により作業者への負担が増え
ることや、作業の障害になるなどの複数の原因となるためである。特に、安全確保用の支
点（アンカー）への固定具（カラビナ等）の確実な設置固定は安全のために必須である。
通常、２つ以上の固定具を用いて、身体移動の際には必ず一つは支点に固定し、他方を支
点から外して次の支点に固定するというルールが用いられる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
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【０００４】
【非特許文献１】“安全帯の規格”、[online]、平成１４年３月１４日、平成１４年厚生
労働省告示第３８号、[平成２８年３月１８日検索]、インターネット＜URL:http://anzen
info.mhlw.go.jp/anzen/hor/hombun/hor1-11/hor1-11-22-1-0.htm＞
【非特許文献２】“安全帯の正しい使い方”、[online]、日本安全帯研究会編、[平成２
８年３月１８日検索]、インターネット＜URL:http://www.safety-kinki.meti.go.jp/kouz
an/downloadfiles/H27tsuiraku_kenshuu/anzentai.pdf＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記ルールが不注意もしくは意図的省略により守られない場合がある。
このような場合には、事故発生の原因につながってしまう可能性がある。さらに、作業者
は、長時間作業による疲労や、体調不良による集中力の低下により不注意を生じることが
あり、近年においては高齢化と高齢化に伴う有病率の増加によりその危険性が高まりつつ
ある。体調不良を事前に察知し、安全地帯に避難する、救急処置を行うなどの対策が求め
られるが高所作業中に作業者全員の体調を監督することは難しい。そこで、作業者の状態
を定量的に評価できる装置が求められている。
【０００６】
　上記事情に鑑み、本発明は、作業者の状態を定量的に評価することができる技術の提供
を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様は、支点固定具近傍の安全帯に付設された第１の動きセンサから前記支
点固定具の動きに関する情報を取得する取得部と、取得された前記支点固定具の動きに関
する情報に基づいて前記作業者の状態を評価する評価部と、を備える状態評価装置である
。
【０００８】
　本発明の一態様は、上記の状態評価装置であって、前記取得部は、作業者の動きを計測
する第２の動きセンサから前記作業者の動きに関する情報と、前記作業者の生体情報を取
得する生体センサから前記生体情報と、をさらに取得し、前記評価部は、取得された前記
支点固定具の動きに関する情報と、前記作業者の動きに関する情報と、前記生体情報とに
基づいて前記作業者の状態を評価する。
【０００９】
　本発明の一態様は、上記の状態評価装置であって、前記評価部は、前記支点固定具の動
きに関する情報から得られる判定結果と、前記作業者の動きに関する情報から得られる判
定結果と、前記生体情報から得られる判定結果とを用いて、前記判定結果の尤度を求める
ことによって前記支点固定具の支点固定の危険性と、前記作業者の身体由来の危険性とを
判定する。
【００１０】
　本発明の一態様は、上記の状態評価装置であって、前記評価部は、前記支点固定具の動
きに関する情報から前記支点固定具の固定状況を判定する。
【００１１】
　本発明の一態様は、上記の状態評価装置であって、前記評価部は、前記作業者の動きに
関する情報から前記作業者の身体の揺れの状態を判定する。
【００１２】
　本発明の一態様は、上記の状態評価装置であって、前記評価部は、前記生体情報から前
記作業者の身体の異常を判定する。
【００１３】
　本発明の一態様は、上記の状態評価装置であって、前記取得部によって過去に取得され
た情報を履歴として保持する履歴データベースをさらに備え、前記評価部は、前記履歴デ
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ータベースから事前確率を求め、前記支点固定具の支点固定の危険性と、前記作業者の身
体由来の危険性と、前記事前確率とに基づいて総合的に前記作業者の状態を評価する。
【００１４】
　本発明の一態様は、支点固定具に付設された第１の動きセンサから前記支点固定具の動
きに関する情報と、作業者の動きを計測する第２の動きセンサから前記作業者の動きに関
する情報と、前記作業者の生体情報を取得する生体センサから前記生体情報と、を取得す
る取得ステップと、取得された前記支点固定具の動きに関する情報と、前記作業者の動き
に関する情報と、前記生体情報とに基づいて前記作業者の状態を評価する評価ステップと
、を有する状態評価方法である。
【００１５】
　本発明の一態様は、上記の状態評価方法であって、前記取得ステップにおいて、前記作
業者の足場の動きを計測する第３の動きセンサから前記足場の動きに関する情報と、環境
情報を取得する環境センサから前記環境情報と、をさらに取得し、前記評価ステップにお
いて、取得された前記支点固定具の動きに関する情報と、前記作業者の動きに関する情報
と、前記生体情報と、前記足場の動きに関する情報と、環境情報を取得する環境センサか
ら前記環境情報と、に基づいて前記作業者の状態を評価する評価ステップと、を有する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明により、作業者の状態を定量的に評価することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明における安全保持装置の具体例を示す図である。
【図２】支点固定具１の係留固定位置を説明するための図である。
【図３】図２の各状態における動きセンサの振れと移動の特徴を説明するための図である
。
【図４】図３（Ａ）～図３（Ｄ）の状態で動きセンサ３により計測された結果を示す図で
ある。
【図５】支点固定具１を支点４に固定しなかった場合の計測の結果を示す図である。
【図６】状態評価装置１０の機能構成を表す概略ブロック図である。
【図７】評価部１０２の具体的な処理を説明するための図である。
【図８】支点固定具１が二つの場合の評価部１０２の具体的な処理を説明するための図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の一実施形態を、図面を参照しながら説明する。
［概略］
　本発明における安全保持システムでは、安全保持装置に付設された動きセンサと、作業
者の身体に直接的又は間接的に接する生体センサと、作業者の身体に直接的又は間接的に
接する動きセンサとから取得された情報に基づいて、作業者の状態を定量的に評価する。
動きセンサは、例えば加速度センサである。安全保持装置には、支点固定具と、命綱と、
安全ベルト（ハーネス）とが含まれる。支点固定具は、例えばカラビナ、アンカーロープ
、フック等である。命綱は、例えばロープ、スリング及びテープ類等である。そして、安
全保持システムでは、評価結果を作業者や作業者以外の人物にフィードバックすることに
よって作業者の現在の状態を通知する。
　このように構成されることによって、作業者の状態を定量的に評価することができる。
そして、作業者及び作業者以外の人物は、評価結果を見ることによって作業者の現在の状
態を把握することができる。作業者以外の人物は、例えば作業管理者である。これにより
、作業者及び作業者以外の人物は、事故を未然に防ぐための行動をとることができる。
【００１９】
［詳細］
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　まず、本実施形態において用いる機器及び装置について説明する。
　動きセンサは、支点固定具に直接的又は間接的に付設される。また、動きセンサは、作
業者の身体（例えば、上半身）の動きを計測可能な位置に取り付けられる。動きセンサは
、支点固定具の動きに関する情報（例えば、角度、加速度及び移動）を取得する。動きセ
ンサは、取得した情報を含む取得データを状態評価装置に出力する。また、動きセンサは
、作業者の動きに関する情報を取得する。動きセンサは、取得データを状態評価装置に出
力する。なお、動きセンサは、バッテリーを内蔵した無線方式が望ましい。
　生体センサは、作業者の生体情報を取得する。生体情報は、例えば心拍数、心臓の活動
電位、体温、音声の出力レベル、血圧等の値である。生体センサは、取得データを状態評
価装置に出力する。
【００２０】
　状態評価装置は、動きセンサ及び生体センサによって取得された取得データに基づいて
、作業者の状態を定量的に評価する。状態評価装置は、例えば小型軽量な専用端末、スマ
ートフォンやスマートウオッチ及びタブレット等の情報処理装置を用いて構成される。状
態評価装置は、評価結果を作業者及び作業者以外の人物のいずれか又は両方に逐次通知す
る。例えば、状態評価装置は、評価結果を音、振動、光及び映像等で通知する。これによ
り、作業者は、自身の状態を把握し、安全手順に従った作業を徹底することができる。ま
た、作業者以外の人物は、作業者に対して注意喚起を徹底することができる。また、状態
評価装置は、評価結果を、他の装置（例えば、ホストコンピュータ等）に出力する。これ
により、状態評価装置は、作業者以外の人物に評価結果を通知することができる。
　以下、具体的な処理について説明する。
【００２１】
　図１は、本発明における安全保持装置の具体例を示す図である。図１では、安全保持装
置の具体例として、４パターンの安全保持装置を示している。図１（Ａ）では、支点固定
具１に接続する命綱２の支点固定具１近傍に動きセンサ３を付設した安全保持装置の一例
を示している。図１（Ａ）のように構成されることによって、動きセンサ３は支点固定具
１の動き（振動、移動）及び支点固定具１の設置状態に関する情報を取得することができ
る。支点固定具１の設置状態に関する情報とは、例えば支点固定具１の角度の情報を表す
。
【００２２】
　図１（Ｂ）では、支点固定具１に直接動きセンサ３を取り付けた安全保持装置の一例を
示している。図１（Ｂ）のように構成されることによって、動きセンサ３は図１（Ａ）よ
りも支点固定具１の動き（振動）及び支点固定具１の設置状態に関する情報を直接的に取
得することができる。
　図１（Ｃ）では、支点固定具１を支点４に固定した状態において直接動きセンサ３を取
り付けた安全保持装置の一例を示している。
【００２３】
　図１（Ｄ）では、支点固定具１の他に胸バンド５と、安全ベルト６とを含む安全保持装
置において、胸バンド５に動きセンサ付き生体信号トランスミッタ７と、生体センサ８と
を取り付けて、支点固定具１に動きセンサ３を取り付けた安全保持装置の一例を示してい
る。作業者は、安全確保の必要のない状態や、作業場所の移動時に安全ベルト６に設けら
れる支点固定具ホルダ９に支点固定具１を吊り下げる。動きセンサ付き生体信号トランス
ミッタ７は、作業者の動きを計測することによって計測結果を取得する。動きセンサ付き
生体信号トランスミッタ７は、計測結果を状態評価装置に出力する。また、動きセンサ付
き生体信号トランスミッタ７は、生体センサ８による計測結果を取得する。動きセンサ付
き生体信号トランスミッタ７は、計測結果を状態評価装置に出力する。
　なお、安全保持装置は、上記の４つに限定される必要はない。
【００２４】
　図２は、支点固定具１の係留固定位置を説明するための図である。支点固定具１の係留
固定位置としては、以下の４つのパターンが想定される。
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　図２（Ａ）では、作業者の腰の位置と同じ又は腰の位置以上の高さに位置している支点
４に支点固定具１を固定した状態を示している。図２（Ｂ）では、支点固定具ホルダ９に
支点固定具１を吊り下げて固定した状態と、支点固定具１を垂れ下げて固定した状態とを
示している。支点固定具ホルダ９に支点固定具１を吊り下げて固定した状態としては、移
動時や地上作業中に邪魔にならないように支点固定具１を安全ベルト６（ハーネス）に付
けられたループやフック等に掛けられている状態である。図２（Ｃ）では、作業者の腰の
位置よりも低い位置にある支点４に支点固定具１を固定した状態を示している。支点固定
具１に接する、又は、支点固定具１の近傍に付設された動きセンサ３は、支点固定具１が
支点４に係留されている場合、静止しているか、もしくは支点固定具１の支点を頂点とし
た振子運動を行う。この振り子運動により、動きセンサ３は、一定の特徴量を持った角度
、加速度及び移動を含む取得データを出力する。これにより、出力された取得データを元
に、支点固定具１が支点に係留されているかが把握可能である。
【００２５】
　図３は、図２の各状態における動きセンサの振れと移動の特徴を説明するための図であ
る。なお、図３におけるａ、ｂ、ｂ１、ｂ２、ｃ、ｄは、支点固定具１の状況と、支点固
定具１の運動する角度を模式的に表している。図３（Ａ）のように支点固定具１が支点４
に固定されている場合、支点固定具１は不動の支点を中心とした振り子運動ａを行う。そ
のため、動きセンサ３は、その動きに応じた角度、加速度及び移動を取得することができ
る。そして、動きセンサ３は、取得した取得データを状態評価装置に出力する。これによ
り、出力された取得データを元に、支点固定具１が支点に係留されているかが把握可能で
ある。
【００２６】
　図３（Ｂ）のように支点固定具１が安全ベルト６の支点固定具ホルダ９に固定されてい
る場合、支点固定具１は身体の動きｂと同様の動きｂ１に加え、身体の動きによる横や縦
の運動、体動によって動揺を受けて支点固定具ホルダ９を支点とした振り子運動ｃ２を行
う。そのため、動きセンサ３及び動きセンサ付き生体信号トランスミッタ７は、その動き
に応じた特徴量を有する、角度、加速度、移動を取得することができる。そして、動きセ
ンサ３及び動きセンサ付き生体信号トランスミッタ７は、取得した取得データを状態評価
装置に出力する。これにより、動きセンサ３から出力された取得データを元に、支点固定
具１が支点に係留されているかが把握可能である。また、動きセンサ付き生体信号トラン
スミッタ７から出力された取得データを元に、作業者のふらつきの有無を把握可能である
。
【００２７】
　図３（Ｃ）のように支点固定具１が支点４に固定されず垂れ下がった状態の場合、支点
固定具１は図３（Ａ）と上下が逆転し、安全ベルト６を支点とした命綱２の長さの不連続
な振り子運動ｄを行う。図３（Ｃ）のように支点固定具１が誤って身体から垂れ下がり、
安全ベルト６（ハーネス）の支点固定具ホルダ９にもかけられず、支点４にもかかってい
ない危険性の高い状況では、命綱２の安全ベルト６への接合点を頂点とした大きな振り子
運動ｄを行い、かつ、動きセンサ３の上下が逆転状態となる。そのため、動きセンサ３は
、その動きに応じた特徴量を有する、角度、加速度、移動を取得することができる。そし
て、動きセンサ３は、取得した取得データを状態評価装置に出力する。これにより、出力
された取得データを元に、支点固定具１が垂れ下がった危険性のある状態であることが把
握可能である。
【００２８】
　図３（Ｄ）のように支点固定具１が支点４に固定されている場合、つまり腰の位置より
も低い位置に支点４がある場合、命綱２が張っている状態では支点固定具１は図３（Ａ）
と上下が逆転もしくは横方向となり、支点４を中心とした不連続な振り子運動ｂを行う。
図３（Ｂ）のように支点４に支点固定具１が固定されているものの、作業者の位置が支点
よりも高い位置で作業している比較的危険度の高い状況では、命綱２の安全ベルト６との
接合点を頂点とし、支点４により振り子運動が抑制された周期運動を行い、かつ、動きセ
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ンサ３が上下逆転または横向き状態となる。そのため、動きセンサ３は、その動きに応じ
た特徴量を有する、角度、加速度、移動を取得することができる。そして、動きセンサ３
は、取得した取得データを状態評価装置に出力する。これにより、出力された取得データ
を元に、身体が支点４よりも高い位置にあり、危険性のある状態であることが把握可能で
ある。比較的危険度の高い状況とは、転落した際に作業者に強い衝撃がかかり、なおかつ
振り子運動により体を壁や柱などに衝突させる危険性がある状況である。
【００２９】
　上記の図３（Ａ）～図３（Ｄ）の状態では、それぞれ異なる特徴量を有する、角度、加
速度及び移動が動きセンサ３によって取得される。そのため、状態評価装置は、動きセン
サ３から出力された取得データに基づいて、支点固定具１がどのような状態であるのかを
評価することができる。
【００３０】
　図４は、図３（Ａ）～図３（Ｄ）の状態で動きセンサ３により計測された結果を示す図
である。図４において、縦軸は加速度を表し、横軸は時刻を表す。図４には上下に２つの
計測結果を示している。図４の上に示す線グラフ１１、１２及び１３は動きセンサ３を支
点固定具１に接続した命綱２上に固定し、計測した動きセンサ３のＸＹＺの加速度ｍ／ｓ
＾２（Ｘチャネル（線グラフ１１）、Ｙチャンネル（線グラフ１２）及びＺチャネル（線
グラフ１３））を示した図である。
【００３１】
　図４における支点固定正常位置Ａで示される範囲の計測結果は、図３（Ａ）のように支
点固定具１を支点４に固定した状態の計測結果を表す。図４におけるホルダ固定Ｂで示さ
れる範囲の計測結果は、図３（Ｂ）のように支点固定具１が安全ベルト６の支点固定具ホ
ルダ９に固定されている状態の計測結果を表す。図４における支点固定具下垂Ｃで示され
る範囲の計測結果は、図３（Ｃ）のように支点固定具１が支点に固定されず垂れ下がった
状態の計測結果を表す。図４における身体高位支点下位Ｄで示される範囲の計測結果は、
図３（Ｄ）のように支点固定具１が支点４に固定されている場合、つまり腰の位置よりも
低い位置に支点４がある状態の計測結果を表す。図４に示すように、図３（Ａ）～図３（
Ｄ）の各状態で異なる計測結果が得られていることが分かる。
【００３２】
　また、図４の下に示す線グラフ１４、１５及び１６は、図４の上と同時に動きセンサ付
き生体信号トランスミッタ７により計測した、身体（体幹）のＸＹＺ角度（相対値）であ
る。各状態により特徴的な信号が記録される。支点固定正常位置Ａにおいては、支点４を
頂点とした相対角度を示した。ホルダ固定Ｂでは、動きセンサ付き生体信号トランスミッ
タ７と近似した加速度変化を示し、相関が高い。支点固定具下垂Ｃでは上下反転し、支点
固定具１が身体や柱と衝突した際の衝撃波形が散見される。身体高位支点下位Ｄでは、上
下動や横向きになる外、支点により加速度が相対的に変化する。
【００３３】
　図５は、支点固定具１を支点４に固定しなかった場合の計測の結果を示す図である。図
５において、縦軸は加速度を表し、横軸は時刻を表す。図５では、身体のふらつきの際の
動きセンサ３の計測結果を示す。支点固定正常位置Ａにて、身体のふらつき（矢印）と動
きセンサ３（上グラフ）と動きセンサ付き生体信号トランスミッタ７（下グラフ）の関係
を示した。身体のふらつきの際には、動きセンサ３よりも動きセンサ付き生体信号トラン
スミッタ７により早く、大きな加速度変化が記録され、図５に示す支点固定状態によるデ
ータとは異なる特徴が示された。
【００３４】
　図６は、状態評価装置１０の機能構成を表す概略ブロック図である。
　状態評価装置１０は、バスで接続されたＣＰＵ（Central Processing Unit）やメモリ
や補助記憶装置などを備え、評価プログラムを実行する。評価プログラムの実行によって
、状態評価装置１０は、取得部１０１、評価部１０２、出力制御部１０４、出力部１０５
を備える装置として機能する。なお、状態評価装置１０の各機能の全て又は一部は、ＡＳ
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ＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）やＰＬＤ（Programmable Logic Devi
ce）やＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）等のハードウェアを用いて実現され
てもよい。また、評価プログラムは、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されて
もよい。コンピュータ読み取り可能な記録媒体とは、例えばフレキシブルディスク、光磁
気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハ
ードディスク等の記憶装置である。また、評価プログラムは、電気通信回線を介して送受
信されてもよい。
【００３５】
　取得部１０１は、動きセンサ３、動きセンサ付き生体信号トランスミッタ７及び生体セ
ンサ８によって取得された取得データを取得する。取得部１０１は、取得した取得データ
を評価部１０２及び履歴データベース１０３に出力する。
　評価部１０２は、取得部１０１から出力された取得データに基づいて、作業者の現在の
状態を評価する。評価部１０２の具体的な処理については後述する。評価部１０２は、評
価結果を出力制御部１０４に出力する。
【００３６】
　履歴データベース１０３は、磁気ハードディスク装置や半導体記憶装置などの記憶装置
を用いて構成される。履歴データベース１０３は、取得部１０１によって取得された取得
データ（動きセンサ３、動きセンサ付き生体信号トランスミッタ７及び生体センサ８によ
って取得された取得データ）を、取得したセンサに対応付けて記憶する。
【００３７】
　出力制御部１０４は、評価部１０２の評価結果に基づいて出力部１０５を制御する。例
えば、出力制御部１０４は、評価結果が作業者の状態として危険な状態を示している場合
には、出力部１０５を制御して注意を促す情報を出力させる。注意を促す情報としては、
評価結果に基づいて危険な状態を示している内容によって決定される。例えば、支点固定
具１に関する支点固定がなされていない場合、出力制御部１０４は、支点固定がなされて
いないことを示す情報を出力部１０５に出力させる。出力の態様としては、音、振動、光
及び映像等など挙げられる。
　出力部１０５は、出力制御部１０４の制御に従って、注意を促す情報を出力する。また
、出力部１０５は、評価結果を他の装置（例えば、ホストコンピュータ等）に出力しても
よい。
【００３８】
　図７は、評価部１０２の具体的な処理を説明するための図である。なお、図７では、支
点固定具１が一つの場合を例に説明する。
　評価部１０２は、支点固定具１に付設された動きセンサ３から取得された取得データに
基づいて支点固定具１の固定有無を判定する。また、評価部１０２は、支点固定具１に付
設された動きセンサ３から取得された取得データと、動きセンサ付き生体信号トランスミ
ッタ７によって取得された取得データとの相関からホルダ固定の判定と、支点位置から身
体ふらつき判定、生体情報から身体の異常の有無を判定する。また、評価部１０２は、履
歴データベース１０３に記憶されている取得データを用いて事前確率を算出する。また、
評価部１０２は、判定結果の尤度から支点固定の危険性と身体由来の危険性とを判定する
。支点固定の危険性とは、支点固定具１の固定について安全ではない確率を表す。支点固
定の危険性は、支点固定具１に付設された動きセンサ３から取得された取得データに基づ
く判定結果から得られる。身体由来の危険性とは、身体の異常、ふらつきについて安全で
はない確率を表す。身体由来の危険性は、動きセンサ付き生体信号トランスミッタ７によ
って取得された取得データと、生体情報とに基づく判定結果から得られる。評価部１０２
は、支点固定の危険性と、身体由来の危険性と、事前確率とから総合的に危険性を評価す
る。そして、評価部１０２は、評価結果に応じて作業者や作業者以外の人物に評価結果を
通知し、安全対策を促す。
【００３９】
　以上のように構成された状態評価装置１０は、支点固定具１に付設された動きセンサ３
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から得られた取得データと、身体の動きを計測する動きセンサ付き生体信号トランスミッ
タ７から得られた取得データと、生体センサ８により得られた取得データとを用いて、支
点固定具１の固定状況、作業者の身体のふらつきなどの身体の揺れの状態及び身体の異常
があるか否かを判定する。そのため、作業者の状態を定量的に評価することが可能となる
。
【００４０】
　疾病や体調不良等は、めまい、ふらつき、意識障害、心臓発作等による直接的な事故原
因だけでなく、注意力の低下や安全手順の省略などの間接的な事故要因となりうる。そこ
で、本発明のように、身体の動きを計測する動きセンサを取り付けることによって、通常
の作業とは異なる身体の動揺を捉えることが可能となる。
　また、支点固定具１に直接的又は間接的に付設した動きセンサ３と、身体の動きを計測
する動きセンサのデータを用いることにより、身体の異常な動揺であるのか、支点が揺れ
るなどの外的要因による動揺なのかを把握することができる。
【００４１】
　生体センサ８を設けることによって、異常を生じた作業者の状態を察知することが可能
となる。例えば、作業者の胸部に生体電極を装着することによって、心電から心臓疾患、
発作の有無、心拍数及び心拍数の揺らぎから、不整脈の有無、自律神経のバランス、緊張
状態、熱中症や脱水などの状況を推測することができる。また、骨格筋上に装着された生
体電極やストレッチセンサにより、骨格筋の疲労や回復状態を知ることができ、休憩のタ
イミングや、必要性を知ることができる。さらに、頭部に装着された生体電極によって、
脳波や筋電、眼球電位により、意識状態や集中力などの概要を知ることができる。さらに
、手首や耳などの皮膚上に血流センサを装着することにより、血行動態や心拍数、おおま
かな自律神経バランス、緊張状態、熱中症の可能性などを推測することもできる。
【００４２】
　また、身体に温度湿度センサを装着することによって、体温または被服内温度から、熱
中症や脱水症のリスクも評価することができる。上記生体センサの単独または複数の組み
合わせによるデータと、支点固定具１の固定状況のデータとを合わせることで、総合的な
危険度を評価することが可能となる。
【００４３】
　さらに、動きセンサ３の信号と、生体センサ８並びに作業履歴から、作業者の現時点の
危険度や、将来危険度を算出することができる。例えば、作業履歴ならびに安全固定具の
状態、ヒヤリハット件数、事故の事象と、動きセンサならびに生体情報の時系列データを
蓄積することによって、安全手順のミス発生と疲労の関係性、ヒヤリハット、事故発生と
体調不良の関係性から危険度を算出することができる。上記の判定結果を作業者または監
督者にフィードバックすることにより、早期に安全策を講じることが可能なシステムを例
示している。
【００４４】
　＜変形例＞
　状態評価装置１０は、支点固定具１に付設された動きセンサ３から取得された取得デー
タに基づいて、支点固定具１の固定状況を判定し、判定結果に基づいて支点固定の危険性
を判定するように構成されてもよい。このように構成される場合、状態評価装置１０は、
支点固定の危険性と、履歴データベース１０３に記憶されている取得データから事前確率
を求め、支点固定の危険性と、事前確率とに基づいて総合的に作業者の状態を評価する。
【００４５】
　状態評価装置１０は、評価結果を他の装置に出力するように構成されてもよい。このよ
うに構成される場合、状態評価装置１０は、データ及び判定結果を逐次もしくは間欠的に
ホストコンピュータ等の上位装置に送信する。このように構成されることよって作業管理
者が作業者の安全を監督し、適切な指示を出すことができる。
　動きセンサの設置場所は、支点固定具１と身体に限定されるものではない。例えば、動
きセンサは、作業ゴンドラ、吊り橋、電線などの作業者の足場の動きを検出可能な位置に
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設置されてもよい。この場合、状態評価装置１０は、動きセンサ３から取得したデータと
、動きセンサ付き生体信号トランスミッタ７から取得したデータと、作業の足場の動きの
データとを収集することによって体動、安全確保状況、足場安定性、支点の安定性を個別
に評価することが可能になる。
【００４６】
　動きセンサの取得データの分析は、上記の特徴を判定するものであれば特に限定されず
、演算方式は以下のいずれの方法が用いられてもよい。例えば、第１の方法として、角度
、加速度、移動の時系列データを用いて、合成された支点４の動揺から判定する方法が挙
げられる。また、第２の方法として、取得データの各種（線形）演算後に、閾値を用いて
判定する方法が挙げられる。また、第３の方法として、教師データを用いて、線形または
非線形機械学習等の学習器により各種パラメータの特徴量から判定する方法が挙げられる
。
【００４７】
　電柱や吊り橋、高圧線ケーブル上、作業ゴンドラが吊り下げ式など、支点固定具１の支
点４が不安定で揺れるなど、支点４の安定性が状況により異なる使用環境においては、状
況に応じて教師データを与え、線形または非線形機械学習等の学習器により各種パラメー
タの特徴量から判定する方法が最も望ましい。
【００４８】
　動きセンサ３は、加速度センサに限定される必要はない。例えば、動きセンサ３は、角
度、傾き、移動及び振動のいずれか又は全てを感知するセンサであればどのようなセンサ
であってもよい。なお、動きセンサ３は、加速度センサ、ジャイロ、方位センサ、角度セ
ンサ、振動子、角度スイッチ等を単独又は組み合わせて用いることができる。動きセンサ
３は、取得データを有線で出力してもよい。
【００４９】
　危険度の算出法は特に限定されず、各種の統計手法を用いることができる。特にベイズ
統計的に事前確率と直近の計測値から事後確率を求める方法や、複数の要素からデータ同
化による統計的判定、線形もしくは非線形の分離器を用いた機械学習による判定を例示す
ることができる。特に時系列情報を扱う点から、ベイズ統計を基盤とした状態空間モデル
を用いた評価法は適合しやすい。
【００５０】
　支点固定具１に付設された動きセンサ３による安全確保状況のセンシング方法は、感圧
センサ、光学式センサ、磁気式センサ、（カラビナ、鍵、フックの）ロック位置センサ等
を支点固定具１内に設置するセンシング法と比較して、下記の１から５の点で優位性があ
る。
１．作業環境や種別、企業、国、地域により安全規格が多種多様な支点及び支点固定具に
対し、専用の各種センサを内蔵させる加工を施す必要がなく、既存の支点固定具１に動き
センサ３を内蔵した小型無線トランスミッタを取り付けるだけで実施できる点。
２．従来型の接触式センサや光学式センサを支点固定具１に内蔵させる方式（接触状態、
牽引力の有無が計測できるが、基本的に支点３への接続の有無を判定するものであり、ど
こにどのようにつながっているかはわからない）に対して、支点固定具１に取り付けた動
きセンサ３は、上記のように支点３にどのようにつながっているかという安全確保に関す
る、より多くの情報を収集できる点。
３．センサそのものに機械的ストレスがかからないため、寿命やメンテナンス面で有利な
点。
４．安全保持装置（支点固定具１、安全ベルト６など）の更新や交換の際にセンサ（例え
ば、動きセンサ３、動きセンサ付き生体信号トランスミッタ７及び生体センサ８）を取り
外して継続的に使用できる点。
５．無線式センサであればアースや信号線と電気的に接続されず、漏電や感電、短絡を誘
発する危険がない点。
【００５１】
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　評価部１０２は、図８に示す各種センサからの情報に基づいて作業者の状態を評価する
ように構成されてもよい。図８は、支点固定具１が二つの場合の評価部１０２の具体的な
処理を説明するための図である。図８には、二つの支点固定具１それぞれに付設される動
きセンサ３と、動きセンサ付き生体信号トランスミッタ７と、足場動きセンサと、生体セ
ンサと、環境センサとが示されている。足場動きセンサは、作業者の足場（例えば、ゴン
ドラなど）に設けられ、足場の動きに関する情報を取得する。環境センサは、環境情報を
取得する。環境情報は、温度、湿度、天気情報などである。このように構成される場合、
評価部１０２は、動きセンサ３から取得された取得データから各支点固定具１の固定状況
（例えば、支点に固定、ホルダに固定、固定されていない等）を判定する。
【００５２】
　また、評価部１０２は、動きセンサ付き生体信号トランスミッタ７から取得された取得
データと、動きセンサ３から取得された取得データとから支点位置を判定する。また、評
価部１０２は、足場動きセンサから取得された取得データから足場の動揺の有無を判定す
る。また、評価部１０２は、動きセンサ付き生体信号トランスミッタ７から取得された取
得データから身体のふらつきの有無を判定する。また、評価部１０２は、生体センサ８か
ら取得された取得データから身体の異常の有無、緊張の有無及び高熱の有無を判定する。
また、評価部１０２は、環境センサから取得された取得データから高温環境であるか低温
環境であるかを判定する。
【００５３】
　そして、評価部１０２は、これらの判定結果を用いて支点固定危険性及び身体由来危険
性を判定する。支点固定危険性及び身体由来危険性の判定方法は、上記の通りである。そ
の後、評価部１０２は、支点固定危険性と、身体由来危険性と、事前確率から作業者の総
合的な危険性を評価する。このように構成されることによって、図７よりも高い精度で作
業者の状態を定量的に評価することができる。
【００５４】
　以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれ
る。
【符号の説明】
【００５５】
１…支点固定具，　２…命綱，　３…動きセンサ，　４…支点，　５…胸バンド，　６…
安全ベルト，　７…動きセンサ付き生体信号トランスミッタ，　８…生体センサ，　９…
支点固定具ホルダ，　１０…状態評価装置，　１０１…取得部，　１０２…評価部，　１
０３…履歴データベース，　１０４…出力制御部，　１０５…出力部
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